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第１章　はじめに

日本において、非営利法人に対する法人税の課税の可否は、法人税法上の「収益事業」
に該当するか否かによって判断される。しかし、現行制度においては、その「収益事業」
に該当するか否かの評価方法は必ずしも明確ではない。

また、従来の研究は、法人が行う事業の「営利性」や「対価性」といった「収益性」の
要素に着目する一方で、「公益性」の観点からは評価がなされてこなかった。仮に「収益性」
が認められる事業であっても「公益性」が高い事業であれば法人税を非課税とする考え方
があってもよいのではないだろうか 1。

本研究は、この問題に対し「公益性」と「収益性」という二つの軸を用いた「収益事業」
の評価モデルを検討する。「公益性」の評価は、公益法人制度における公益認定基準や制
度改革時の議論を援用し、さらに非営利法人に特有の事業構造や収益使途の観点を入れる。
一方、「収益性」は、継続性・対価性・営利性・市場競争中立性といった既存の法人税法
上の収益事業判断基準を基礎としつつ整理する。本稿では、このモデルを複数の判例に適
用し、現行の裁判例における判断構造を可視化するとともに、従来の「収益性」中心の議
論に「公益性」の評価軸を新たに設け、学術的意義を提示する。

1  この点について、法人税法上の区分による非営利法人の範囲は広く、「公共法人」はそもそも
納税義務がない。また、「公益社団法人」、「公益財団法人」は収益事業に該当する場合であっ
ても「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」により公益認定を受けた公益
目的事業である場合は非課税となる場合がある。
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第２章　問題意識

日本の非営利法人に対する法人税の課税は法人税法第 4 条第 1 項により「収益事業を行
う場合」に限られる。ここで「収益事業」は、法人税法第 2 条第13号において「販売業、
製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもの」と規定され、
その「事業」は、法人税法施行令第 5 条第 1 項に限定列挙された34種の事業を指す。すな
わち、これらの要件を満たした場合に「収益事業」として課税対象となるのである。この
制度は、法人の設立目的や収益の使途にかかわらず、形式的に事業類型と営利性の有無を
判定する構造となっている。そのため、同じような公益的目的を持つ活動であっても、課
税・非課税の判定結果が事案ごとに異なる現象が生じている。

過去の判例を見ると、例えばペット葬祭業事件、治験事件、流山訴訟などにおいて、裁
判所は事業内容や運営形態を踏まえつつも、最終的には収益事業該当性の判断において収
益性や営利性を重視する傾向が強い。この点において仮に外形的に収益性の要件を満たす
場合であっても、その事業の公益性や公共性が高ければ、非課税となる余地があるのでは
ないか。あくまでも非営利法人は営利を追求しない法人であり、その活動が地域社会にプ
ラスの影響をもたらすのであれば、非課税としてもよいはずである。本稿が提案する公益
性・収益性の二軸評価モデルは、両者を明確に区分した上で、相互のバランスに基づき課
税・非課税を判断する枠組みを提示するものである。本モデルは、公益法人制度改革時の

「公益性判断基準」の議論や、法令の趣旨、先行研究及び判例における収益事業定義の解
釈論を参照しつつ、学術的視点から両軸を再構築することを目的とする。

第３章　２軸評価モデル

本章では、収益事業に該当するかどうかの判断指標として、新たに「公益性」と「収益
性」の 2 つの側面からアプローチする 2 軸評価モデルについて検討する。これまでの収益
事業該当性については、主に「収益性」の観点からの検討が行われてきた 2。しかし、対
象とする非営利法人は営利を追求しないことから基本的には「公益性」が基礎にあること
が考えられる。また、非営利法人に法人税が課されないのも、非営利法人が地域社会に貢

2  なお、「公益社団法人」「公益財団法人」の収益事業に関する課税の可否は、前掲注（1）でも
述べたとおり、現行において「収益性」「公益性」の両面から判断がなされている。この点に
ついて蛯澤氏は「公益法人等に対する収益事業課税については収益事業該当性と公益目的事
業該当性が混在し、両基準が競合する場合には公益目的事業該当性基準が優先されるもの解
される」としている（蛯澤美江子「公益法人税制に関する一考察 : イコールフッティングの視
点からの検証」租税資料館賞受賞論文集 24（上）（2015年）55頁）。本稿は基本的にはこの判断
および評価の考え方を踏襲し、他の非営利法人にまで範囲を広げ考察するものであるが、「収
益性」「公益性」のいずれを優先するというわけではなく両者を同等のものとして扱う。
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献する事業を行っていることへの見返りであり 3、それは「公益性」が伴うものであろう。
よって、行っている事業に課税すべきかどうかの判断においては事業の「収益性」を評価
すると同時に「公益性」の評価が必要と判断した。そこで本章では「公益性」並びに「収
益性」について、関連する条文や判例、先行研究等を参照しつつ、その内容を詳細に述べ
る。

まずは「公益性」である。「公益性」をどう評価すべきか。この点については「「公益」
の概念は甚だ不明確であり、何をもって「公益」と理解するのかについての判断はきわめ
て困難」4との意見があるように多くの識者によってあいまいさが指摘されている。一方、
公益法人制度改革に関する有識者会議「報告書」平成16年11月19日では、この「公益性」
について一定の方向性を示している。当該「報告書」は、「公益法人制度の抜本的改革に
関する基本方針」（平成15年 6 月27日閣議決定）を踏まえ、改革についての具体的な提案
を行うための会議「公益法人制度改革に関する有識者会議」によってまとめられたもので
ある。本稿ではこの「報告書」の内容を参考に「公益性」を評価することとした。もっと
も、この「報告書」で述べられている「公益性」は公益法人認定のための「公益性」であ
り、非営利法人における収益事業の課税・非課税とは直接の関係はない。しかし「公益性」
については深く議論されており、その考え方は十分に援用できるとものと思われる。そこ
で、「報告書」における「公益性」のとらえ方・考え方を用いて「公益性」の評価基準を
示すこととした。
「公益性」の評価基準としては、「不特定多数の公益性」「事業の公益性」「公益補完性・

社会的信用性」の 3 つの観点を用いる。
「不特定多数の公益性」とは特定の個人や団体を対象とするのではなく、社会全体が受

益者の対象となっているかどうかということを意味するため、「直接的な受益者が特定の
範囲の者に限られていないか」 5 または「受益者が特定の範囲の者に限られる場合、受益
の効果が広く社会全体や十分に広い範囲に及ぶ事業か」 6 ，7によって判断する。

3  三木義一氏は昭和25年まで公益法人が非課税であった理由の一つして「公益法人の活動によっ
て、国や自治体が十分にまかなえない公益サービスが提供されることにより本来国等がなす
べき財政支出が相当軽減されている。そうである以上、そのような団体を課税せずに、むし
ろ公益的活動の増進を図り、歳出の軽減を図ることにより積極的な意義があったからである」
と述べている。（三木義一「宗教法人によるペット供養の非収益事業性」立命館法学2004年6
号（2005年）408頁～409頁）。

4  玉國文敏「公益法人税制の改革動向」宗教法23号（2004年）186頁。
5  公益法人制度改革に関する有識者会議「報告書」（2004年）15頁。
6  前掲注（5）「報告書」15頁。
7  この点、雨森孝悦氏は「当初は少数の直接の当事者の利益が活動の目的であっても、活動が
それら特定の人たちを超えて外に向かって開かれており、より広く利益を及ぼす可能性があ
れば、公益的といえるのではないかということである。」と述べている。（雨森考悦『テキス
トブックNPO（第3版）』（東洋経済新報社・2020年）67頁）。
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次に「事業の公益性」は、法人が行っている事業内容に公益性があるかどうかを判断す
るものである。具体的な基準は「市場経済では適切な供給が困難な財・サービスを提供す
る事業であるか」8と「営利企業として行うことが社会通念上適当と認められる事業か」9で
総合的に判断する。すでに市場経済において営利企業が事業として行っている場合は、当
該事業は営利企業が担うことが社会通念上適当であり、当該事業を行う非営利法人の収益
を非課税とする根拠は薄い。また、反対に考えれば営利企業が採算等を理由に財・サービ
スの提供を行ってはいなくとも、地域等に当該財・サービスに対するニーズが存在するな
らば、当該地域等に対して行う非営利法人の財・サービスの提供は公益性の高い事業と判
断できよう。

次に「公益補完性・社会的信用性」は 2 つめの観点「事業の公益性」の補完的観点であ
る。「主たる公益的事業を支援・補完するための周辺的な事業か」「収益的事業の利益は原
則として公益的事業のために使用されているか」10「社会的信用の観点から問題のない事業
か」11の 3 つの基準で判断する。仮に「事業の公益性」が低いと判断された場合でも、そ
の事業の利益が公益的事業の運営に用いられるのであれば、間接的には「公益性」の高い
事業を行っていると考えることもできる。ただし、収入全体の占める割合が小さく12、かつ、
社会的信用性の高い事業であることが条件である。

次に「収益性」について述べる。非営利法人は文字通り営利を追求することを目的とし
ない。当然営利を追求していると判断されるような価格設定であったり、すでに営利企業
が実施している事業のように「収益性」が高い場合は、収益事業と判断されることになる。
よってこれらのことから、「収益性」の評価基準としては、「継続性」「対価性」「営利性」「市
場競争中立性」の 4 つの観点を用いる。

まずは「継続性」であるが、「取引を継続的に行っているか」を基準に判断する。「法人
税法第 2 条13号」の収益事業の定義「販売業、製造業その他の政令（法人税法施行令 5 条）
で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう」によるものであり、事業

8  前掲注（5）「報告書」16頁。
9  前掲注（5）「報告書」17頁。

10 「公益性を有する法人が、その健全な運営を維持し、十分な公益的事業を行うための収入を確
保するために、付随的に収益を目的として行う事業が許容されることにかんがみれば、収益
的事業の利益は原則として公益的事業のために使用することが適当である。」（前掲注（5）「報
告書」18頁）。

11 「公益性を有する法人は公益を目的として判断主体から公益性の判断を受けるものであり、た
とえ公益的事業を行うための収入を確保するためであっても、社会的信用を損なうような収
益的事業も行えることとした場合、公益性を有する法人に対する寄附やボランティアといっ
た私人の善意の提供が期待し難い状況となりかねないなど、却って公益活動が阻害されるお
それがあると考えられる。」（前掲注（5）「報告書」18頁）。

12 「公益を本来的目的とする法人である以上、公益的事業の規模は法人の事業の過半を占めるこ
とが必要である。」（前掲注（5）「報告書」17頁）
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の継続・反復が収益性を評価する一つの要素と判断した。
次に「対価性」である。税制調査会［2005］「基礎問題小委員会・非営利法人課税ワー

キング・グループ」（2005 年 6  月第 42 回議事録）においても「公益法人等が多様な事業
活動を行っている現状を踏まえ、課税対象を個別列挙により定めるのではなく「対価を得
て行う事業」というように包括的に定めた上で一定のものを除外するという考え方もある。
その制度的可能性について検討することも、今後の課題となろう」と述べられている通り、
やはり収益性を判断する上では対価性は重要な要素といえよう。また、過去の判例をみて
も喜捨なのかサービスに対する対価なのかといったことも争点のひとつとなっている。こ
のような点を踏まえ、「収益性」の判断のひとつの観点として「対価性」を用いることと
した。

次に「営利性」と「市場競争中立性」である。この 2 つは要素として似通っているが、
「営利性」は企業内部の論理であり、商品の利益率や価格表の有無などを判断材料とする。
一方、「市場競争中立性」は企業外部の論理であり、営利企業との課税の公平性を担保す
るためものである。これはいわゆるイコールフッティング理論にもとづくものであり、商
品やサービスの販売において、双方が対等の立場で競争できるよう、条件等を揃えるとい
う趣旨による。本稿ではこの「市場競争中立性」を「営利性」の補完的指標として用いる。

第４章　判例における「収益事業課税」の再評価

本章では前章で検討した 2 軸評価モデルを用いて判例における「収益事業課税」の再評
価を試みる。検討する判例は、収益事業課税に関する代表的な以下の 3 例である。①ペッ
ト葬祭事業事件、②治験事件、③流山事件。いずれも、多数の先行研究において引用され
ている判例であり、非営利法人の収益事業に関する課税について問題点が指摘されている。
本章ではこれらの判例に前章のモデルを当てはめて収益事業該当性を再評価する。

①ペット葬祭事件
（名古屋地方裁判所、平成17年 3 月24日判決13。名古屋高等裁判所、平成18年 3 月 7 日判

決14。最高裁判所、平成20年 9 月12日判決15）
本件は、宗教法人である原告が、ペット葬祭業から得た収入について法人税法上の「収

益事業」に該当するとして課税処分を受け、その取消しを求めた事案である。原告は昭和
58年頃から境内にペット火葬場、墓地、納骨堂を設置し、引取り用の車両を保有、葬儀・
火葬・埋蔵・納骨・法要を実施していた。料金は動物の重さや火葬方法で 8 千円～ 5 万円、

13 税務訴訟資料255号順号9973。
14 税務訴訟資料256号順号10388。
15 税務訴訟資料258号順号11009。
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引取り 3 千円等と明確に定め、パンフレットやHPで周知していた。個別墓地や納骨堂利
用には管理費・永代使用料を徴収、塔婆や墓石なども有償で提供していた。

また、ペット供養自体は昭和50年ごろから普及し、事業者の数は、平成16年時点で全国
で6000ないし8000に及んでいたとされ、仏教寺院だけではなく倉庫業、運送業、不動産会
社、石材店、動物病院等によるものも見られた。

裁判所は、本件ペット葬祭業は原告の提供する役務等に対して料金表により一定の金額
が定められており、いわゆる喜捨等の性格を有するものということはできない、さらには、
事業の目的、内容、料金の定め方、周知方法等においても宗教法人以外の法人と基本的に
は異ならず、これらの事業と競合するものと言わざるを得ないとし、当該事業は「収益事
業」に当たると述べた。

本判決は、宗教法人が行う事業活動においても、その活動が市場での取引性や競争性を
有し、かつ対価性が明確であれば「収益事業」として課税対象となることを明示したもの
である。

当該判例に前章の 2 軸評価モデルを適用し収益事業該当性を評価する。
まずは「公益性」を検討する。一つ目の観点「不特定多数の公益性」であるが、「直接

的な受益者が特定の範囲の者に限られていないか」については、サービスの利用者は、ペッ
トを飼育する層に限られていることからあてはまらない。「受益者が特定の範囲の者に限
られる場合、受益の効果が広く社会全体や十分に広い範囲に及ぶ事業か」についても、や
はりペットを飼育する層がそもそも限られていることからその枠を超えて十分に広い範囲
に及ぶとは考えにくい。

二つ目の観点「事業の公益性」を確認する。「市場経済では適切な供給が困難な財・サー
ビスを提供する事業であるか」については、ペット葬祭業は営利企業も多数参入しており、
市場供給が十分可能であり供給困難性は低い。「営利企業として行うことが社会通念上適
当と認められる事業か」については、営利企業が通常行っている事業であり、宗教法人で
なければならない性質はない。

三つ目の観点「公益補完性・社会的信用性」を確認する。「主たる公益的事業を支援・
補完するための周辺的な事業か」については、裁判資料からは判明しないもものの通常の
宗教法人であれば、ペット葬祭事業はあくまでも主たる公益的事業の周辺事業と考えるこ
とができる。「収益的事業の利益は原則として公益的事業のために使用されているか」に
ついては、資料から判断することはできないため省略する。「社会的信用の観点から問題
のない事業か」については社会的信用性に特段の問題はないが、営利企業も同種の事業を
おこなっていることから、宗教法人による営利的活動との批判を受けやすい。

以上より総合的にみて「公益性」の評価は低いと判断する。
次に「収益性」を検討する。一つ目の観点「継続性（「取引を継続的に行っているか」）」

は、原告は当該事業を昭和58年頃から実施しており継続性は十分に高い。
二つ目の観点「対価性（「提供する財・サービスの対価として収益を得ているか」）」は、
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料金表等で一定の金額が定められていることから対価性もあると判断できる。
三つ目の観点「営利性（「市場価格を前提とした利益獲得を目的としているか」）」は、

営利企業が実施する場合の価格帯との比較が困難であるため判断を留保する。
四つ目の観点「市場競争中立性（「同種の営利企業と競争関係にあるか」）」は、同業の

営利企業・他法人と直接競合しており高いと判断できる。
以上より総合的にみて「収益性」の評価は高いと判断する。
したがって、「公益性」は低く「収益性」は高いため「課税対象となるべき事業」と評

価する。

②治験事件
（東京地方裁判所、平成15年 5 月15日判決16。東京高等裁判所、平成16年 3 月30日判決17）
本件は、大学病院等が製薬会社から受領した金銭が、寄附金か、もしくは治験等に係る

役務提供の対価かが争われた事案である。原告（大学病院等）は、受領した金銭の多くは
対価性のない寄附金であると認識しているが、仮に対価性が認められても医療保健業に該
当するため非課税であると主張した。これに対し、被告（税務当局）は、治験や委託研究
の役務提供に対する報酬であり、請負業に該当する収益事業として課税すべきとした。

判決では、金銭が役務提供の対価か否かは、客観的・具体的事情に基づき個別に判断す
べきとし、多くのケースで契約、治験実施実態などの事実から対価性を認め、請負業に該
当するとした。

さらに、原告が主張する「治験等は医療行為の一環であり医療保健業に該当するため非
課税18」という点については、「医療保険業とは医療業と保険業とを包括したものと解し、
医療業は医師等が患者に対して行う医業行為等をいい、保険業とは保健衛生サービスを提
供する事業をいうことから、製薬会社等から委託を受けて行った治験等は医療保険業には
該当しない」とした。

当該判例に前章の 2 軸評価モデルを適用し収益事業該当性を評価する。
まずは「公益性」を検討する。一つ目の観点「不特定多数の公益性」であるが、「直接

的な受益者が特定の範囲の者に限られていないか」については、治験の被験者は選定基準
に適合する患者に限られ、完全な不特定多数ではない。一方で「受益者が特定の範囲の者
に限られる場合、受益の効果が広く社会全体や十分に広い範囲に及ぶ事業か」については、
治験等の成果である新薬の有効性・安全性検証は社会全体の医療水準向上に直結すること

16 税務訴訟資料253号順号9343。
17 税務訴訟資料254号順号9615。
18 「医療保険業」は法人税法施行令 5 条に規定されている「収益事業」のひとつに該当するが、

法人税法施行令 5 条29号ハにより「学校法人が行う医療保健業」は「収益事業」から除かれ
ている。
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から広く社会全体や十分に広い範囲に及ぶ事業であると判断できる。
二つ目の観点「事業の公益性」を確認する。「市場経済では適切な供給が困難な財・サー

ビスを提供する事業であるか」については、そもそも治験等は誰もが行えるような事業で
はなく高度で特殊な専門知識が必要であり、限られた機関でなければ実施できない。よっ
て市場経済だけでは供給困難といえる。「営利企業として行うことが社会通念上適当と認
められる事業か」については、営利企業も治験受託機関として活動しており社会的に認め
られているが営利企業のみが実施する業務と認識されているわけではない。

三つ目の観点「公益補完性・社会的信用性」を確認する。この観点はあくまでも二つ目
の観点の補完要素としてものであり本件については二つ目の観点で「公益性」が高いと判
断しているため評価を省略する。

以上より総合的にみて「公益性」の評価は高いと判断する。
次に「収益性」を検討する。一つ目の観点「継続性（「取引を継続的に行っているか」）」

は、複数年度にわたり継続的に治験を受託しており十分に高いと判断できる。
二つ目の観点「対価性（「提供する財・サービスの対価として収益を得ているか」）」は、

書面の有無にかかわらず、契約に基づく委託料を明確に受領していることから「対価性」
はあるものと判断する。

三つ目の観点「営利性（「市場価格を前提とした利益獲得を目的としているか」）」は、
営利企業が実施する場合の価格帯との比較が困難であるため判断を留保する。四つ目の観
点「市場競争中立性（「同種の営利企業と競争関係にあるか」）」であるが、民間治験受託
機関（CRO等）と直接競合しており高いと判断できる。

以上より総合的にみて「収益性」の評価は高いと判断する。したがって、「収益性」は
高いものの「公益性」も高いため当該事業は非課税となる余地があるとものと評価する。
この点、裁判所の判断とは異なるが、これは裁判所が「収益性」の一面で判断しているの
に対し、本稿では「公益性」の観点も加味して判断しているためである。このことが如実
に表れているのが、裁判所の「治験等は医療保険業に該当しないため「収益事業」にあた
る」というものである。「公益性」の観点からみれば「医療保険業」も「治験行為」も「公
益性」の高い事業である。従って、外形的に判断するのではなく、公益性に着目すれば判
断の結果が変わる可能性もあるとも考えられる。もっとも、この場合においても他の営利
企業等と比較し、価格が同水準である場合や利益率が高い事業の場合は課税すべきと考え
る。

③流山事件
（千葉地方裁判所、平成16年 4 月 2 日判決19。東京高等裁判所、平成16年11月17日判決20）

19 税務訴訟資料254号順号9617。
20 税務訴訟資料254号順号9820。

― 34 ―

星 稜 論 苑 第 54 号



原告は千葉県知事から設立の認証を受けた特定非営利活動法人であり、流山市からの受
託事業、介護保険事業に加え、「ふれあい事業」を運営していた。ふれあい事業では、協
力会員が利用会員に家事援助、介護補助、話相手、助言などを提供し、利用会員は「ふれ
あい切符」（ 1 点＝100円）を購入して対価を支払う仕組みであった。協力会員には 1 時間
当たり600円相当、原告には200円相当が事務運営費として交付される。原告は、この事業
は法人税法上の収益事業に該当しないとして更正処分の取消しを求めた。

原審は、本件事業を法人税法施行令第 5 条 1 項10号所定の請負業と認定し、収益事業に
該当すると判断した。原告は控訴したが、高裁も同様の判断を下した。

本稿と関連する争点は①事業の性質が収益事業に当たるか、②利用会員の支払う金銭が
対価か謝礼・寄付かの 2 点である。

①について、原告は援助サービスは非定型的・非類型的な助け合いであり、精神的交流
が主目的で外形的なサービスは手段に過ぎないと主張した。しかし裁判所は、精神的交流
が目的であっても、家事等のサービス提供が不可欠であり、事業の外形は請負業と評価で
きるとした。

②について、原告は負担額は謝礼及び寄付であり対価ではないと主張した。しかし裁判
所は料金は事前に規則で定められ、利用会員の自由意思に委ねられていないため、対価性
が認められると判断した。金額が市場価格より低くても、営利目的でない法人やボランティ
ア参加者による低価格設定は自然であり、対価性否定の根拠にはならないとした。仮に対
価性が否定されても、原告が受領する「事務運営費」は周旋業の対価であり、収益事業該
当性は免れないと述べた。

当該判例に前章の 2 軸評価モデルを適用し収益事業該当性を評価する。
まずは「公益性」を検討する。一つ目の観点「不特定多数の公益性」であるが、「直接

的な受益者が特定の範囲の者に限られていないか」については、利用会員にならなければ、
サービスを提供されないため、特定の範囲の者に限られると考えられる。一方で「受益者
が特定の範囲の者に限られる場合、受益の効果が広く社会全体や十分に広い範囲に及ぶ事
業か」については、地域の高齢者や介護支援を必要とする層にサービスが提供され、地域
福祉向上に寄与しているため、この点は比較的高いと評価できる。

二つ目の観点「事業の公益性」を確認する。「市場経済では適切な供給が困難な財・サー
ビスを提供する事業であるか」については、採算面から高齢者支援や日常生活援助など、
営利企業では十分に供給されにくい領域であると評価できる。「営利企業として行うこと
が社会通念上適当と認められる事業か」については、営利企業でも実施可能な事業ではあ
るが、非営利企業ではなく営利企業が行うことが適当とまでは言えない。よって「事業の
公益性」は高いものと判断できる。

三つ目の観点「公益補完性・社会的信用性」を確認する。この観点はあくまでも二つ目
の観点の補完要素としてものであり本件については二つ目の観点で「公益性」が高いと判
断しているため評価を省略する。
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以上より総合的にみて「公益性」の評価は高いと判断する。
次に「収益性」を評価する。一つ目の観点「継続性（「取引を継続的に行っているか」）」

は、利用会員へのサービス提供は継続的に行われているため高いと判断できる。
二つ目の観点「対価性（「提供する財・サービスの対価として収益を得ているか」）」は、

判例でも争われている点でもあるが、料金は規則に定められ、事前に設定されていること
から、明確な対価性があると考えられる。

三つ目の観点「営利性（「市場価格を前提とした利益獲得を目的としているか」）」は、
価格が市場価格より低額で設定されていることから、利益追求性は限定的である。したがっ
て「営利性」は低いものと判断できる。

四つ目の観点「市場競争中立性（「同種の営利企業と競争関係にあるか」）」は、介護サー
ビス・家事代行の営利企業と競合する部分も一部存在するが、価格帯や提供形態が異なる
ことから、その影響は限定的であると考えられる。

以上より総合的に判断し、収益性は一定程度認められるものの高いとまでは言えないと
評価できる。

したがって、「公益性」は高く、「収益性」も一定程度認められるものの、非営利法人と
して不適切とまでは言えないため、非課税となる余地は十分にあると考えられる。この点、
裁判所の判断とは異なるが、裁判所も「控訴人は、このような課税がボランティアのイン
センティブを喪失させ、社会が必要としている活動を障害すると主張するが、立法論とし
ては傾聴すべきではあるとしても、現行法の解釈、適用としては、その主張を採用するこ
とは困難である」21として、活動の非営利性に一定の理解を示している。よって、文理解
釈による外形的な判断ではなく、本稿で検討しているような「公益性」をもって評価をす
れば判断は変わっていた可能性もある。

第５章　終わりに

本稿では、非営利法人の収益事業課税に関して、従来の「収益性」判断から新たに「公
益性」判断の軸を加えた 2 軸評価モデルの検討を行った。「公益性」については、公益法
人制度改革における公益認定基準や制度改革時の議論の内容を援用し、また、非営利法人
に特有の事業構造や収益使途の観点を交え検討した。結果、「公益性」軸の評価として「不
特定多数の公益性」「事業の公益性」「公益補完性・社会的信用性」の 3 つの観点を用いる
こととした。また、「収益性」に関しては、条文や判例、先行研究をもとに現行の「収益性」
判断の考え方を継承しつつ「継続性」「対価性」「営利性」「市場競争中立性」の 4 つの観
点を用いた。この 2 つの軸から「収益事業課税」を判断する 2 軸評価モデルをもとに、判
例における「収益事業課税」の再評価を行った。結果、裁判所の「課税」判断とは異なる

21 前掲注（20）「税務訴訟資料」7頁。
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結果となるものもあった。これは、現行では「課税」と判断されている事業でも「公益性」
の観点から新ためて評価した場合には、非課税となる余地があることを示唆している。実
際、裁判所も「課税によって社会から必要とされている活動が障害される」との主張に対
して一定の理解を示していることもその証左といえよう。

なお、本稿では上述したように「公益性」の評価について公益法人制度改革時の議論の
内容を参考としており、「公益性」そのものについての検討は行っていない。これは「公
益性」の意味があいまいであり定義することが困難なためである。とはいえ、実際に「収
益事業課税」の判断の軸として「公益性」を用いる場合はより精緻な考察が必要となるで
あろう。今後の検討課題とする。
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